
申告書の提出と納付期限

広報

作成会場

障害者等用駐車スペース

障害者等用
駐車スペース

はコチラ

←至千葉 至成東→

東金税務署

県道 東金源線県道 東金源線

東金市中央公民館

タイムズ東金駅前
第3駐車場はコチラ

　

東
金
税
務
署
で
は
、
２
月
18
日（
月
）か

ら
３
月
15
日（
金
）ま
で
、
東
金
商
工
会
館

１
階
で
、
申
告
書
の
作
成
・
相
談
と
申
告

書
の
提
出
を
受
け
付
け
ま
す
。

受　

付　

午
前
８
時
30
分
〜
午
後
４
時

　
　
　
　

※
提
出
は
午
後
５
時
ま
で

相　

談　

午
前
９
時
〜
午
後
５
時

税
務
署
で
の
作
成
・
相
談
と
申
告
書

の
提
出（
特
設
会
場
）

税
理
士
会
に
よ
る
確
定
申
告
の
無
料

申
告
相
談

○
ご
来
場
の
際
は
ご
注
意
く
だ
さ
い

• 

お
車
で
ご
来
場
の
際
は
、
東
金
駅
東
口

に
あ
る「
タ
イ
ム
ズ
東
金
駅
前
第
３
駐

車
場
」を
無
料
で
利
用
で
き
ま
す
。
な

お
、
台
数
に
限
り
が
あ
る
た
め
、
可
能

な
限
り
公
共
交
通
機
関
を
ご
利
用
く
だ

さ
い
。

※ 

会
場
と
税
務
署
の
駐
車
場
は
利
用
で
き

ま
せ
ん
。

※ 

障
害
者
等
用
駐
車
ス
ペ
ー
ス
の
み
会
場

と
税
務
署
に
設
置
し
て
あ
り
ま
す
の

で
、
利
用
す
る
場
合
は
警
備
員
へ
お
伝

え
く
だ
さ
い
。

• 

混
雑
状
況
に
よ
り
、
受
付
を
早
め
に
締

め
切
ら
せ
て
い
た
だ
く
場
合
が
あ
り
ま

す
の
で
、
な
る
べ
く
お
早
め
に
お
越
し

く
だ
さ
い
。

• 

土
・
日
曜
日
、
祝
日
は
、
相
談
・
受
付

を
行
っ
て
い
ま
せ
ん
が
、
申
告
書
は
ｅ
‐

Ｔ
ａ
ｘ
（
イ
ー
タ
ッ
ク
ス
）や
郵
便
等
に

よ
る
送
付
ま
た
は
税
務
署
の
時
間
外
文

書
収
受
箱
に
投
函
す
る
こ
と
で
提
出
で

き
ま
す
。

• 

申
告
書
等
の
提
出
の
み
の
方
は
、
直
接

税
務
署
へ
お
持
ち
い
た
だ
く
か
郵
送
し

て
く
だ
さ
い
。

※ 

申
告
書
の「
控
」が
必
要
な
方
は
、
返
信

用
封
筒（
住
所
・
氏
名
を
記
入
し
切
手

を
貼
付
）を
同
封
し
て
く
だ
さ
い
。

　
（
ｅ
‐
Ｔ
ａ
ｘ
申
告
を
除
く
）

• 

作
成
会
場
に
は
待
合
席（
椅
子
）が
あ
り

ま
せ
ん
の
で
、
お
身
体
の
不
自
由
な
方

や
体
調
が
悪
く
な
っ
た
方
は
、
お
近
く

の
係
の
者
へ
お
知
ら
せ
く
だ
さ
い
。

　

税
理
士
会
で
は
、
所
得
税
確
定
申
告
書

作
成
の
無
料
相
談
会
を
開
催
し
ま
す
。

と　

き　

２
月
４
日（
月
）

　
　
　
　

午
前
９
時
30
分
〜
正
午

　
　
　
　

午
後
１
時
〜
４
時

と
こ
ろ　

役
場
２
階
第
１
会
議
室

対　

象

①
小
規
模
納
税
者
の
所
得
税
・
消
費
税

②
年
金
受
給
者
・
給
与
所
得
者
の
所
得
税

※ 

た
だ
し
、
土
地
、
建
物
、
株
式
等
の
譲

渡
所
得
は
除
き
ま
す
。

※ 

申
告
書
の
提
出
の
み
の
方
は
、
直
接
税

務
署
へ
お
持
ち
い
た
だ
く
か
郵
送
し
て

く
だ
さ
い
。

申
定
確

告

■所得税　 2月18日（月）～ 3月15日（金）
■贈与税　 2月 1日（金）～ 3月15日（金）
※ 所得税及び復興特別所得税、贈与税の振替納税をご利用の方は、4月22日（月）
が振替日です。

■消費税（個人事業者）　 1月 4日（金）～ 4月 1日（月）
※消費税の振替納税をご利用の方は、 4月24日（水）が振替日です。
・国税庁ホームページ（http://www.nta.go.jp）　※申告書の作成等ができます。
・e-Tax［国税電子申告・納税システム］（http://www.e-tax.nta.go.jp）

申告は
お早めに
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